
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
及
び
同
法
第
二
十
六
条
第
七
項
第
一
号
の
政
令
で

定
め
る
行
為
と
し
て
、
広
告
を
新
聞
、
雑
誌
そ
の
他
の
刊
行
物
に
掲
載
し
、
又
は
ラ
ジ
オ
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
若

し
く
は
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
等
を
利
用
し
て
、
当
該
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ず
に
電
話
を
か
け
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
、
第
十
九
条
関
係
）

二

販
売
業
者
等
が
契
約
締
結
時
等
に
交
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
の
承
諾
に
関
す
る

手
続
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
第
四
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
五
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二

預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

預
託
等
取
引
事
業
者
が
預
託
等
取
引
契
約
の
締
結
時
等
に
交
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る

提
供
の
承
諾
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）



二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
関
係
）


